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預 金 保 険 機 構
Deposit Insurance Corporation of Japan

預金保険機構の主な業務
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国
際
業
務

個
人
番
号
に
係
る
業
務

・保険料の収納
・名寄せデータ整備等(⽴⼊検査、機構システムによる
名寄せデータの検証、指導・助⾔)

・保険⾦及び仮払⾦の⽀払い(定額保護)
・救済⾦融機関等に対する資⾦援助
・預⾦保険制度や機構業務の広報

・破綻⾦融機関等から取得した資産の回収（債権回収については
整理回収機構に委託）

・悪質な債務者に係る財産調査
・破綻⾦融機関の旧経営者等の⺠事・刑事上の責任追及

・特定回収困難債権(反社債権等)の
買取・回収

・反社会的勢⼒に係るデータベース・
照会システムの構築・運⽤

・振り込め詐欺救済法に基づく業務
・休眠預⾦等活⽤法に基づく業務

・国際預⾦保険協会(IADI)による各種
活動への参画

・国際会議(ラウンドテーブル等)の本邦
開催

・海外の預⾦保険機関等との連携・
協⼒・情報共有

・海外情報に関する調査研究活動
・その他の国際協⼒・技術協⼒・
⼈材交流

・⾦融整理管財⼈等に関する業務
・預⾦等債権の買取り
・⾦融危機対応措置に係る業務（資本増強、保険⾦⽀払コストを
超える資⾦援助、特別危機管理）

・⾦融機関等の秩序ある処理に係る業務（流動性供給、資本増強、
特定資⾦援助等）

・⾦融機関等の⾦融機能の強化のための資本参加業務
・⾦融機関等の業務の健全かつ効率的な運営及び地域経済の
活性化のための資⾦交付業務

・⼝座登録法及び⼝座管理法に基づく
業務

・業務の実施に必要なシステムの整備等



預 金 保 険 機 構
Deposit Insurance Corporation of Japan預金等の保護の範囲

預金等の分類 保護の範囲

預
金
保
険
の
対
象
預
金
等

決済用預金（注）

（当座預金、無利息型普通預金等）

全額保護

一般預金等
有利息型普通預金、定期預金、通知預金、

貯蓄預金、納税準備預金、定期積金、掛金、

元本補塡契約のある金銭信託、

金融債(保護預り専用商品に限ります) 等

合算して元本1,000万円までと破綻日までの利息等を保護

上記保護範囲を超える部分は、破綻金融機関の財産の

状況に応じて支払われます（一部カットされることが

あります）

預金保険の対象外の預金等
（外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債及び保護預り契約が終了し
たもの)等）

破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます（一部カッ
トされることがあります）

（注）「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という３要件を満たす預金をいいます。
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決済用預金は全額保護し、一般預金等は合算して元本1,000万円までと破綻日までの
利息等を保護します。



預 金 保 険 機 構
Deposit Insurance Corporation of Japan

〇改正銀行法（R4.6.10公布）において、いわゆるステーブルコインを発行する銀行等を代理して顧客毎の預
金債権額が記録された帳簿を管理する電子決済等取扱業者が新設された。

〇同時に改正された預金保険法において、発行銀行等が破綻した場合の円滑な保険金支払等のため、電子決
済等取扱業者に一定の義務付けがなされるとともに、預金保険機構にも一定の権限が付与された。

預金：連名預金
（電子決済等取扱業者Y

顧客口）

情報
連携

電子決済等取扱業者Y
顧客毎の債権額を帳簿にて管理

A B

・ A・Bは預金債権に基づき銀行に償還請求
が可能

・YはXに連名預金口座を開設し、Xに代わっ
て、A・Bの債権額を管理

概

要

権
利
関
係

銀行X
電子決済等取扱業者への義務付け

・保険金の支払その他保険事故に円滑に対処する
ための態勢（特にシステム）整備

≪委託金融機関の破綻時≫
・名寄せデータ等の資料の提出

• 資料提出の請求

• 立入検査（名寄せデータの整備等）

≪破綻金融機関等の経営者の責任追及≫
• 報告徴求・立入検査

預金保険機構

Xの預金者 A Xの預金者 B
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《参考》銀行等が発行するいわゆるステーブルコイン等への対応



預 金 保 険 機 構
Deposit Insurance Corporation of Japan

保険金支払方式による保護

預金保険機構が、保険事故が発生した金融機関（破綻金融機関）から提出を受けた預金者
データに基づき、保険事故発生日における預金者ごとの付保預金(注)を特定した上で、預金
者からの請求に基づいて、付保預金の額を保険金として支払います。

(注) 預金保険により保護される預金等（決済用預金に該当するものは全額、一般預金等に
該当するものは預金者1人当たり元本1,000万円と破綻日までの利息等）
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預 金 保 険 機 構
Deposit Insurance Corporation of Japan

資金援助方式による保護（救済金融機関等に対する資金援助）

破綻金融機関の事業（付保預金等）を、他の健全な金融機関等（救済金融機関）に引き継
ぐ場合に、預金保険機構が必要な資金援助（金銭贈与等）を行うことで付保預金を保護しま
す。
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破綻金融機関
救済金融機関

再承継金融機関

整理回収機構
（協定銀行）

預金保険機構

救済金融機関が承継銀行である場合

事業譲渡等事業譲渡等

資金援助
（資産買取り等）

資金援助
（金銭贈与等）

貸付け又は
債務の保証

買取りの委託

資金援助
（金銭贈与等）

資金の貸付け

不
良
資
産
等
の
買
取
り

買
取
り
代
金

（付保預金等） （付保預金等）



預 金 保 険 機 構
Deposit Insurance Corporation of Japan

預金等債権の買取り

〇預金保険機構は、預金者からの請求に基づいて、買取りの対象となる預金等債権（一般
預金等のうち預金者1人当たり元本1,000万円を超える部分及び外貨預金の元本並びにこ
れらの利息等）に、破産配当見込額等を考慮して決定する率（概算払率）を乗じて算定した

金額（概算払額）を預金者に支払う（概算払）ことにより、当該預金等債権を買い取ります。

〇また、概算払により預金者から買い取った預金等債権について、倒産手続のもとで配当
金・弁済金として回収した金額が、概算払額と預金等債権の買取りに要した費用の合計額
を超えるときは、その差額を預金者に追加的に支払います （精算払）。

預⾦保険機構
の回収額 概算払額 買取りに

要した費⽤精算払額

（精算払）

＝ － －

×＝概算払額 元本1,000万円を超える部分及び
外貨預⾦の元本並びにこれらの利息等

（概算払）

概算払率
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預 金 保 険 機 構
Deposit Insurance Corporation of Japanマイナンバー（個人番号）に係る預金保険機構の業務の概要

○ 令和３年５月19日、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律（口座登録法）」及び
「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律（口座管理法）」が公布。

○ 預金保険機構では、両法に基づく業務の適切な実施に向けて準備を行っている（業務開始は公布日から３年以内の政令で定める日）。

口座管理法関連

金融機関を通じて、預貯金者より公金受取口座の登録申請等があっ
た場合、当機構システムにより、デジタル庁システムへ当該口座情報
及びマイナンバーを連携する。

金融機関に対し又はマイナポータルを通じて、預貯金者の意思に基づ
く預貯金口座への付番申出があった場合、 金融機関へのマイナン
バーの通知や、当該預貯金者への付番結果の通知を行う。

災害時・相続時において、被災者・相続人より口座情報の提供を求め
られた場合、マイナンバーを用いて金融機関に照会し、当該被災者・
相続人に口座情報の通知を行う。

口座登録法関連

（現在の準備状況）

 令和３年９月、準備行為のための専門部署を新設するとともに、

これら業務を経理する新たな勘定として「口座情報連絡等勘

定」を設置。

 国から交付金の交付を受け、これら業務に必要な当機構システ

ム（口座情報連携システム）の整備等を実施中。

金 融 機 関 デジタル庁
預貯金者

金 融 機 関

金 融 機 関

金 融 機 関

金 融 機 関

被災者・

相続人

金 融 機 関

金 融 機 関

金 融 機 関

金 融 機 関

申請者

預 金 保 険 機 構

公金受取口座登録申請等

情報連携 情報連携

預 金 保 険 機 構

預貯金口座への付番申出

情報連携 マイナンバーを通知

預貯金者へ付番結果を通知

（付番）

（付番）

（付番）

預 金 保 険 機 構

口座情報提供の求め 情報連携

マイナンバーを用いて
口座の存否を照会

口座の有無を通知

被災者・相続人へ口座情報を通知

（公金受取口座登録） マイナポータル

金融機関の求めにより、
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預 金 保 険 機 構
Deposit Insurance Corporation of Japan名寄せデータ及びシステムの整備促進、システム検証及び研修

【システム検証】
• 提出された名寄せデータを

もとに預⾦保険機構のシス
テムで名寄せ処理を実施

• 処理結果を確認し、名寄せ
データの整備状況を個別に
検証

検証結果
作成

【研修等】
• ⾦融機関の名寄せデータの

整備状況を踏まえ、必要に
応じて研修・助⾔を実施

システム検証

預⾦保険機構

名寄せデータ
作成

検証結果、研修内容等
を参考に名寄せデータ、
システムを整備

⾦融機関

提出

研修の実施

検証結果に応じて
研修受講を勧奨

還元

研修を受講

整備結果報告 整備結果確認

（注）同一の預金者が同一金融機関に
有している複数の口座を集約して
合算する作業

預金保険機構では、金融機関の破綻時に「名寄せ（注）」が円滑に行えるように、平時から｢シ
ステム検証｣、｢研修｣を行うことで 、各金融機関における名寄せデータおよびシステムの整
備を支援しています。
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預 金 保 険 機 構
Deposit Insurance Corporation of Japan

立入検査（検査の流れ等について）

預金保険機構が実施する検査は、預金者保護等の観点から、保険事故発生時に預金の円滑な払戻し等を行うため

金融機関に義務付けられた措置（注）に係る態勢整備の状況を検査の中心に据えて実施していくこととし、破綻処理

において影響のある事項に焦点を当て、効率的かつ効果的に実施する。

（注）付保預金と非付保預金の区分管理、預金等の変動データ（入出金明細ファイル）作成のためのシステムの整備等、相殺・預金等債権の買取（概算払）の準備等

のことをいう。

基本的な考え方

立入検査の具体的施策

① 効率性及び実効
性を向上させる
施策

「システム検証」「手順書・マニュアル等の整備状況の確認」等の各施策の実施を通じて確

認した事項を十分に活用することに加え、オフサイトでのモニタリングを充実していくこ

とにより、その効率性及び実効性を向上させる

② 立入検査の実施

③ フォローアップ

破綻時における付保預金の円滑な払戻し確保の観点から、「名寄せデータの整備」「シス

テムの整備」「手順書・マニュアルの整備」について立入検査を実施する

金融機関に対する立入検査後のフォローアップは、検査指摘事項について実効性のある

改善が図られるよう助言等を行う
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預 金 保 険 機 構
Deposit Insurance Corporation of Japan

定額保護下の破綻処理の流れ（破綻処理スキーム）

不良
債権
毀損
分

付保
預⾦

⾮付保
預⾦

⾃⼰資本

資産
（貸出
⾦等）

破綻時正常時

預⾦等

⾃⼰資本

資産
（貸
出⾦
等）

適資産

付保預⾦

⾮付保預⾦

破綻金融機関

救済金融機関

資⾦援助
（注2）

預金等全額払戻し
可能

預金等全額払戻し
不能

非付保預金は破綻
金融機関の財産に
応じて弁済を受ける。

決済用預金は全額、
それ以外の一般預
金等の元本は1,000
万円までが譲渡され、
救済金融機関から
払戻しを受けること
ができる。

不適資産

事業譲渡

事業譲渡後

(注1) 破綻時から事業譲渡までの間、付保預金の払戻しは随時可能。
(注2) 救済金融機関が合併、事業譲渡等により破綻金融機関の付保預金等を

引き継ぐ場合に、機構は保険金支払コストの範囲内で救済金融機関に対し
資金援助を行う。

(注3) 適資産を救済金融機関へ譲渡した結果、破綻金融機関の弁済率が
破綻時点より低下する場合、預金保険機構から破綻金融機関に対し
資金援助を行う。

（注1）

（注3）
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預 金 保 険 機 構
Deposit Insurance Corporation of Japan

定額保護下の破綻処理の流れ（破綻処理スキーム 詳細版）

預

金

保

険

機

構

破綻金融機関

整理回収機構 ほか

預

金

者

（
付
保
預
金
）

一
般
債
権
者

金融庁 裁判所

金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分（管命処
分）をすると共に、金融整理管財人を選任する。（法74条、77条）

（
非
付
保
預
金
）

金融整理管財人＝預金保険機構

承継資産 付保預金等

・決済債務の弁済や預金
等の払戻しのための資
金の貸付け（法69条の3、
127条、128条ほか）

・破綻金融機関の債権者
間の衡平を図るための
資金援助の実施（法59
条の2）

資産処分

払戻し
（預金保険で

保護）

事業譲渡

・救済金融機関等が合併、
事業譲渡等により破綻
金融機関の付保預金等
を引き継ぐ場合における
資金援助の実施（法59
条）

・承継銀行業務の円滑な
実施のために必要な資
金の貸付け等（法98条）

資産を回収・処分

破
綻
金
融
機
関
の
財
産
に
応
じ
て
弁
済

救済金融機関
・ 救済金融機関が承継銀行である場合には、承継銀行から 終受皿
（再承継金融機関等）へ再承継を行う。

・ なお、承継銀行は、業務を引き継いだ破綻金融機関に対する管理を
命ずる処分の日から、原則2年（ 大3年）に限り存続が認められる。

●更生特例法473条

（決済債務の弁済等
の許可）
Cf.民事再生法85条

（再生債権の弁済の
禁止）

・破綻金融機関の業務執行及び財産の管理・処分
・旧経営陣等に対する民事上の提訴、刑事上の告発

承継されない
資産

非付保預金
一般債権等

●民事再生法43条（事業の譲渡に関する株主総会の
決議による承認に代わる許可）

●更生特例法
463条

（預金者表の
提出）

●更生特例法
464条

（預金者表の
提出の効果）

●承継銀行（救済金融機関）へ事業譲渡がなされるまでの間、破綻金
融機関は付保預金の払戻し等一部の業務を継続する。

民事再生手続の進行

●監督委員の選任、弁済の許可、再生計画案の認可等を行う。

●当機構は救済金融機関等か
らの資金援助の申込を受けて、
仮に保険金支払方式による保護
を行うとした場合に必要と見込ま
れる費用の範囲内で資金援助を
行うこととしている。

＜資金援助方式の概要（一例）＞
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預 金 保 険 機 構
Deposit Insurance Corporation of Japan

金融整理管財人の業務

・金融機関の財産をもって債務を完済できないと認める場合
・金融機関の業務もしくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあると認める場合
・預金等の払戻しを停止した場合にあって、次に掲げる要件に該当する場合

①業務の運営が著しく不適切であること
②合併等が行われることなく、その業務の全部の廃止又は解散が行われる場合に、当該金融機関が業務を

行っている地域又は分野における資金の円滑な需給、利用者の利便に大きな支障が生じるおそれがあること

管理を命ずる処分があったときは、被管理金融機関（以下、被管理）を代表し、業務の執行並びに財産の管
理及び処分を行う権利は、金融整理管財人に専属する。

○金融整理管財人が選任される場合（預金保険法74条）

○金融整理管財人の権限（預金保険法77条）

○主な業務

⑴被管理の経営管理

金融整理管財人は、被管理を代表し、業務の執行並びに財産の管理・処分を行い、必要に応じて、内閣総理
大臣に業務及び財産の状況等の報告やその経営に関する計画の作成や提出を行い（預金保険法80条）、管
理を命ずる処分の日から1年以内（やむを得ない場合は2年以内）に、被管理の事業譲渡その他の措置を講ず
ずる（預金保険法90条）必要がある。

⑵責任追及

金融整理管財人は、被管理の旧経営者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴え
の提起その他必要な措置をとらなければならず、またその職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、
告発に向けて所要の措置をとらなければならない（預金保険法83条）
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預 金 保 険 機 構
Deposit Insurance Corporation of Japan

金融危機対応措置

議長：内閣総理大臣
議員：内閣官房長官

金融担当大臣
金融庁長官
財務大臣
日本銀行総裁
（内閣府設置法42条）

金融危機対応会議のメンバー

第１号措置
資本増強

システミック・リスク
のおそれ

国又は地域の信用
秩序の維持に極め
て重大な支障が生
ずるおそれ

預金等全額保護

一時国有化
【特別危機管理銀行】

金融整理管財人による
管理を命ずる処分

債務超過

過小資本
（資産超過）

金
融
危
機
対
応
会
議

破
綻
処
理

第２号措置
保険⾦⽀払コス
トを超える資⾦

援助

第３号措置
特別危機管理

（合
併
・
事
業
譲
渡
・
株
式
譲
渡
等
）

受

皿

りそな銀行（平成15年5月17日 必要性の認定）

足利銀行（平成15年11月29日 必要性の認定）

受皿への移行時に
資金援助

第２号措置によっては
システミック・リスクを
回避できない場合

我が国又は金融機関が業務を行っている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると
内閣総理大臣が認めるときは、金融危機対応会議の議を経て、次のような措置（金融危機対応措置）が講じられ
ることがあります。

第１号措置：資本増強 （預保法第102条第１項第１号）
第２号措置：保険金支払コストを超える資金援助 （預保法第102条第１項第２号）
第３号措置：特別危機管理 （預保法第102条第１項第３号）
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預 金 保 険 機 構
Deposit Insurance Corporation of Japan

金融機関

特定第１号措置（債務超過でないことを前提）

監視

経営権・
財産管理
処分権

金融機関等の秩序ある処理

預⾦者・
保険契約者等

預
⾦
保
険
機
構

銀行・保険・証券

金融機関

一般の業務
（預金・保険契約等）

約定通り履行

カウンター・パーティ

預⾦者・
保険契約者等

約定通り履行

銀行・保険・証券

カウンター・パーティ

＝ ＝

一般の業務
（預金・保険契約等）

継続

流動性
供給

＜自力再建＞
＜第三者支援＞
＜事業再構築＞

システム上
重要な取引

システム上
重要な取引

取引の縮小・解消

・事業の譲渡
・資産の売却
・優先株式等
の引受け等

一般の業務
（預金・保険契約等）

システム上
重要な取引

経営権・
財産管理
処分権

流動性
供給

事業譲渡等

特定第２号措置（債務超過等の場合）

危機に瀕した
金融機関

銀行・保険・証券

資⾦援助

切分け

銀行・保険・証券

預⾦保険制度
保険契約者
保護機構
等

一般の業務
（預金・保険契約等）

履行

カウンター・パーティカウンター・パーティ

預⾦者・
保険契約者等 預⾦者・

保険契約者等

倒産処理手続等
による清算等

受皿金融機関・
ブリッジ金融機関

システム上
重要な取引

預
⾦
保
険
機
構

我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると内閣総理大臣が認めるときは、金融危機対応会議の議を経て、金融機関等の秩
序ある処理が講じられることがあります。

特定第１号措置：流動性供給・資本増強 （預保法第126条の２第１項第１号）
特定第２号措置：特定資金援助・関連措置 （預保法第126条の２第１項第２号）

（資産・事業の処分）

出所：金融審議会「金融システム安定等に資する銀行規制等の在り方に関するワーキング・グループ」報告書の公表について
参考資料 （2013年1月28日公表）
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預 金 保 険 機 構
Deposit Insurance Corporation of Japan

過去の破綻処理事例

破綻金融機関
金融整理管財人

事業の再譲渡

金銭の贈与救済金融機関

再承継金融機関

事業譲渡

整理回収機構

預金保険機構

【過去の破綻処理スキーム（中部銀行・石川銀行）の例】

正常債権等、預
金、その他の資
産、負債

買取（含む回収）
委託

買取代金貸付買取代金支払い

回収指導・支援等

回収・処分

整理回収費用買取資産

破綻金融機関 破綻日 営業譲渡日 金融整理管財人 救済金融機関 再承継金融機関

中部銀行 2002/3/8 2003/3/3
（注）

弁護士、公認会計
士、預金保険機構

日本承継銀行
（ﾌﾞﾘｯｼﾞﾊﾞﾝｸ）

清水銀行、静岡中央銀行、東
京スター銀行

石川銀行 2001/12/28 2003/3/24
（注）

弁護士、公認会計
士、預金保険機構

日本承継銀行
（ﾌﾞﾘｯｼﾞﾊﾞﾝｸ）

北陸銀行、北國銀行、富山第一銀
行、金沢信用金庫、能登信用金庫

（注）日本承継銀行への営業譲渡日と同日付で再承継先に営業譲渡

1991～1995年 1996～2000年 2001～2005年 2006～2010年 2011年～ 合計

銀行 1件 13件 6件 1件 1件 22件

信用金庫 2件 8件 17件 ― ― 27件

信用組合 4件 57件 72件 ― ― 133件

合計 7件 78件 95件 1件 1件 182件

【破綻金融機関の処理に係る資金援助】
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預 金 保 険 機 構
Deposit Insurance Corporation of Japan

2010/9/10（金） 2010/9/13（月） 2011/4/25（月）

2011/9/30（金） 2011/12/26（月） 2012/9/10（月）

2011/5/27（金）

日本振興銀行の破綻処理

・日本振興銀行（NSB)が「その財産を

もって債務を完済することができな
い」旨を金融庁長官に対して申出
・金融庁がNSBに対して管理を命ず
る処分
・金融庁が機構をNSBの金融整理管
財人に選任
・NSBが第二日本承継銀行と基本合
意を締結
・NSBが東京地裁に対して民事再生
手続開始を申立て

・東京地裁が保全処分・監督命令を
発出

2011/3/11（金）

東京地裁
が民事再
生手続開
始を決定

終受皿
候補の募
集の開始

NSBが

第二日本
承継銀行
に一部事
業譲渡

再生債権
の届出期
限

終受
皿をイ
オン銀
行に決
定公表

2011/11/15（火） 2014/12/15（月）

2017/5/2（火）
再生計画
案の認可
決定確定

第二日本
承継銀行
の発行済
株式の全
部をイオ
ン銀行に
譲渡

金融庁が
NSBの解散を

認可、日本
振興清算と
なる

（同時に金融
整理管財人
による管理を
命ずる処分
を取消し）

2016/9/20（火）

裁判所が
再生手続
終結を決
定（再生
計画案の
認可決定
後3年経
過）

日本振
興清算
が再生
計画に
基づく
終弁済
を開始

清算
結了

債権者集
会の実施

東京地裁
が再生計
画案を認
可決定

2011/12/14（水）

週末に預金の名寄せを
行い、翌営業日（月曜
日）から付保預金の払
戻しを実施。NSBの貸

出機能も継続、健全な
借り手を保護

適資産（正常債権等）と
付保預金を承継銀行に
譲渡。譲渡に際し機構
は必要な金銭を承継銀
行に資金援助

不適資産（不良債権
等）は整理回収機構
に売却等し処分
整理回収機構は不
適資産について効率
的な債権回収を実施

清算手続

～2012/4/2（月）

NSBが再

生計画
に基づく
第1回弁

済を実
施
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預 金 保 険 機 構
Deposit Insurance Corporation of Japan

(注1) 整理回収機構は機構の100％子会社
(注2) 機構と整理回収機構との間で締結された破綻金融機関等からの貸付債権等の買取り・回収業務に関する協定

回収業務等に係る機構と整理回収機構の関係

預
金
保
険
機
構

債
務
者

整理回収協定(注2)

債権回収
③利益納付

①破綻金融機関等からの貸付債権等の
買取り等の業務の委託

・業務の実施に必要な指導・助言

又は損失補塡

①機構は破綻金融機関等からの貸付債権等の買取り等を整理回収機構に委託しており、業務の実
施に必要な指導・助言を行っている。

②債務者の財産が隠蔽されているおそれのある場合、機構が財産調査権を行使して、隠匿している
財産を把握し、整理回収機構の債権回収を支援している。

③回収に伴い生じる収益が費用等を上回った場合は機構へ利益納付し、下回った場合は機構から損
失補塡を受けることになっている。（資産買取りに係る納付額は、平成8年度から令和3年度までの決算額累計
で1兆5,373億円（うち利益納付額累計1兆5,436億円、損失補塡額累計64億円））

②財産調査権の行使・隠匿財産の把握

貸付債権
等の

買取り

破
綻
金
融
機
関
等

整
理
回
収
機
構
(注1)
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預 金 保 険 機 構
Deposit Insurance Corporation of Japan

金融機関からの買取債権に係る財産調査のイメージ

預金保険機構では、整理回収機構に対し、必要な指導及び助言を行うとともに、債務者の財産が隠ぺいされているお
それのあるもの等について、預金保険機構に付与されている財産調査権を活用して、隠匿財産の発見、それによる回
収支援等を行っています。

債務者Ａ
・返済を拒む
・資産情報の開示に応じない
・財産を隠匿
・反社会的勢力等が関与

債務者Ａ

貸付債権Ａ

①の買取りに
より権利移転

金融機関

③財産調査を実施

捜査機関

悪質な強制執行妨害事案等
は捜査機関に告発

資料収集・分析

債務者Ａの財産を
把握しました！

①預金保険機構からの委託
による貸付債権の買取り（債
権の譲渡）

整理回収機構

〇破綻金融機関からの
債権の買取り

〇健全金融機関からの
反社債権の買取り

債務者Ａは多くの財産を隠している
可能性が？
財産調査を依頼しましょう。

⑤債権回収

貸付債権Ａ

②財産調査依頼

④調査結果に
基づく指導・助言
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預 金 保 険 機 構
Deposit Insurance Corporation of Japan

旧経営者等に対する経営責任追及のイメージ

預金保険機構の業務の一つとして、金融機関を破綻に導いた旧経営者等に対する民事責任追及（損害賠償請求訴
訟の提起）及び刑事責任追及（捜査機関に対する告発等）を行っています。

（例：預金保険機構が金融整理管財人に選任された場合）

金融庁

①金融整理管財人に選任

（金融整理管財人）

破綻金融機関

②責任追及

・責任追及資料(証拠)の収集
分析等の調査活動
・責任追及対象の特定

民事責任の追及＝提訴

刑事責任の追及＝告発

（告訴）

【破綻原因を作った旧経営者等】
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預 金 保 険 機 構
Deposit Insurance Corporation of Japan

金融機能強化法における資本参加

A．金融機関単体への
資本参加

B．組織再編成の際の
資本参加

C．協同組織金融機関へ
国と中央機関が

共同して資本参加
（信託受益権方式）

D．協同組織金融機関の
中央機関の相互支援
制度への資本参加

金融機関

資本参加

金融機関単体の
金融機能強化
（協同組織金融機関についての
単位機関・中央機関単体を含む）

金融
機関

資本参加

合併・事業譲渡

金融
機関

持株会社化

金融
機関

組織再編成を行う際の
金融機能強化

金融
機関

金融
機関

持株
会社

中央機関

②優先出資
等信託受
益権買取
り

買取資金

中央機関による
協同組織金融機関の
資本増強をサポート

協同組織
金融機関

①優先出資
引受等

資本

資本参加

相互支援制度

協同組織
金融機関

協同組織金融機関全体
としての金融機能強化

金融
機関

中央機関

機構は、金融機関等の金融機能の強化等を目的として、これまでに金融機関等の組織再編成の促進に関する特別
措置法及び金融機能強化法に基づいて、金融機関等への資本参加に関する業務を行ってきました。現在は、金融機
能強化法に基づく資本参加が認められています。

預金保険機構(注)

預金保険機構(注)

預金保険機構(注) 預金保険機構(注)

(注)預金保険機構のこの業務については、整理回収機構と協定を締結し、業務を委託する方法により行っています。 19
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資金交付制度

ポストコロナにおける地域の金融機能を維持する観点から、令和３年５月に金融機能強化法が改正され、金
融機関等が事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の円滑な実施に寄与し、金融
機関等の業務の健全かつ効率的な運営及び地域における経済の活性化に資することを目的として「資金交付
制度」が創設されました。機構は、同法に基づいて、金融機関等との資金交付契約の締結や資金交付等に関す
る業務を行っています。

対象
事業の抜本的な見直しとして実施する合併・経営統合等の経営基盤の強化の
ための措置の実施に関する計画（「実施計画」）を作成して国の認定を受けた
地域銀行等

「実施計画」の記載事項

「実施計画」の認定要件

交付額

財源等

監督等

申請期限

・経営基盤強化の内容・時期
・基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項
・地域経済の活性化に資する方策
・実施計画の適切な実施に必要な経営体制 等

・提供する基盤的金融サービスが地域経済にとって不可欠
・人口減少等により金融サービスの持続的提供が困難となるおそれ
・実施計画の実施により、金融サービスの提供が維持されると見込まれる 等

経営基盤強化に必要な追加的な初期コスト（ITシステム投資等）の一部

機構の金融機能強化勘定に属する利益剰余金を原資として交付

・国が計画の履行状況を原則５年間モニタリング
・国が必要に応じ監督上の措置命令
・事業の抜本的な見直し（合併・経営統合の場合はその実行・それ以外の取組

みの場合は経費率等の低下）が実施されない場合には機構が資金の返還
を求める

2026年３月末

【資金交付制度の概要】

20
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預金保険に関する国際的な連携・協力と調査研究活動

21－1

•国際預金保険協会（IADI）の活動への積極的な参画（詳細は次頁参照）

•覚書（MOU）の署名及び書簡の交換（EOL）
• 主要先進国やアジアを中心とする 17 の海外機関と連携に基づく情報交換・提供

海外の預金保険機関との協力強化

•平成18年～ 年次国際会議の本邦開催（DICJラウンドテーブル）

• 情報交換や国際交流、預金保険機関の連携強化を図る

国際会議の開催

•海外における預金保険制度、破綻処理制度、危機対応措置を巡る動向把握
並びに金融の技術革新における国際的な議論の状況等の調査研究

•「預金保険研究」への寄稿

調査研究活動

•海外セミナー等への参加

•国際協力機構（JICA）等を通じた技術協力

その他の国際協力・技術協力・人材交流

機構は、預金保険制度をめぐる国際的な動向や変化の著しい世界の金融情勢の把握に努めるとともに、国際預
金保険協会（IADI)の活動への積極的な参画、国際会議の開催、海外の預金保険機関との連携・協力等の活動を展
開しています。
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預金保険に関する国際的な連携・協力と調査研究活動

アジア・太平洋
（18機関）

預金保険機関の国際的ネットワークである国際預金保険協会（IADI (注)）を通じて

国際的な活動を展開

中東・北アフリカ
（12機関）

ヨーロッパ
（25機関）

総会

コア・プリンシプル・
リサーチ

監査・リスク管理

メンバー・リレーション

トレーニング・
技術支援

Fintech

IADIガイダンス
定期レビュー

預金払戻し

協同組織金融機関

イスラム預金保険

北米
（6機関）

カリブ
（4機関）

アフリカ
（12機関）

ラテンアメリカ
（15機関）

ユーラシア
（9機関）

リサーチ

トレーニング
技術支援

カウンシル委員会と技術委員会
(注) International Association of Deposit Insurers

 IADI本部はバーゼル（スイス）
 加盟機関数は92（2022.7月現在）
 高意思決定機関である総会の下に、

①業務執行委員会、②カウンシル委員会（機能別）、
③地域委員会（８）を設置して活動

 当機構は、業務執行委員会のメンバーであり、
アジア・太平洋地域委員会議長を務める（2022.2月～）

業務執行委員会

地域委員会

IADI事務局

トレジャラー

三井理事長が
現議長

能力開発

21－2
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特定回収困難債権の買取り等業務の着実な実施（反社債権の買取）

○ 金融機関が保有する貸付債権等のうち、金融機関が回収のために通常行うべき必要な措置をとることが困難とな
るおそれがある特段の事情がある債権（特定回収困難債権）を、預金保険機構が買い取る制度。

○ 金融機関と反社会的勢力等との関係の遮断により、金融機関の財務内容の健全性の確保を通じて信用秩序の維
持に資することを目的とする。

机を叩き、怒鳴りつけるなどして
返済条件の変更を要求された。

返済交渉の際、「月夜の晩
ばかりじゃないぞ。」等脅迫
的言動をされた。

中傷ビラを配布された。

競売物件に虚偽の賃借権を設定
し、競売への入札を妨害された。

ミスにつけ込み、債務の減免
を要求された。

回 収

①買取申込

⑤買取委託

⑥買取契約

金融機関

【買取審査委員会】
③買取審査

【運営委員会】
④買取決定

②申込受付

預金保険機構

⑦買取り

整理回収機構

特定回収困難債権

債務者又は保証人が次のいずれかに該当
①暴力団 ②暴力団員 ③暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者
④暴力団準構成員 ⑤暴力団関係企業
⑥総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 など

属性要件

競売妨害や暴力等に代表される次の回収妨害行為に該当
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて金融機関の信用を毀損し、

又は金融機関の業務を妨害する行為 など

行為要件

「属性要件」 又は 「行為要件」のいずれかに該当すると認められる債権

債務者が暴力団員で、返済
督促に行くのが困難。

回収困難な債権

22
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振り込め詐欺等被害者救済手続に係る業務の適切な実施

金融機関

犯罪利用の疑いがあると認める預金口座等が発覚（捜査機関からの情報提供、被害者からの申出等）

犯罪被害者等の支援の充実

・奨学金給付事業

・助成金交付事業

公告の求め

公告の求め

残余金の
納付

（注2）
権利行使の届出等の期間（法定

60日以上）内に金融機関に届出等
がないときは債権が消滅する

○ 振り込め詐欺救済法（注1）に基づき、金融機関における犯罪利用口座の債権消滅や支払手続に関する
公告事務を行っています。

○ また、金融機関から被害者への分配金支払い後に残余金がある場合、各金融機関から納付金として収納し、
犯罪被害者等の支援の充実のため、犯罪被害者等のこどもに対する奨学金及び犯罪被害者等支援団体に
対する助成の両事業へ支出しています。

(注1) 「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」

失
権
手
続

支
払
手
続

当該預金口座等の取引を停止し、
預 金 等 に 係 る 債 権 を 消 滅 さ せ る
手続きを開始

消滅預金等債権の額に相当する
額の金銭を原資として被害者に
分配金を支払う

被害回復分配金の支払手続を開始

預金保険機構

納付金の管理

求めに応じて支払手続開始
公告をインターネットにより
実施

求めに応じて消滅手続開始
公告をインターネット（機構
HP）により実施（注2）

支出

23
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休眠預金等管理業務の適切な実施

預
金
者
等

預
金
者
等

移
管
元
金
融
機
関

(

委
託
先
金
融
機
関)

移
管
元
金
融
機
関

(

委
託
先
金
融
機
関)

預
金
保
険
機
構

(

管
理
機
関)

預
金
保
険
機
構

(

管
理
機
関)

指
定
活
用
団
体

指
定
活
用
団
体

預金等

①【休眠預金等移管金の収納】
金融機関は、公告等所定の手続きを経た休眠預金等があるときは、納期限までに休眠預
金等移管金を預金保険機構に納付します。

③【休眠預金等交付金の交付】
預金保険機構は、指定活用団体か
らの申請に基づき、当該団体の事
業計画の実施に必要な金額を、休
眠預金等交付金として、当該団体に
交付します。

②【休眠預金等代替金の支払】
金融機関は、業務委託に基づき旧預金者等に支払った休眠
預金等代替金等の額を預金保険機構に対して求償し、預金
保険機構は金融機関からの求償を基に、求償金を当該金融
機関に支払います。

平成31年１月11日、内閣総理大

臣によって、（一社）日本民間公
益活動連携機構（JANPIA）が、指

定活用団体として指定されてい
ます。

【業務委託に基づく休眠預金等代替金
の支払】
旧預金者等から支払請求を受けた金融
機関は、休眠預金等代替金を支払います。

【業務委託】
旧預金者等からの支払請求の受
付と支払業務等を金融機関に業
務委託しています。

【休眠預金等に係る資金を民間公
益活動を推進するために活用】

休眠預金等活用法（平成30年１月１日施行）では、預金保険機構は休眠預金等管理業務（①休眠預金等移管金
の収納、②休眠預金等代替金の支払、③休眠預金等交付金の交付等）を行うこととされており、預金者等であった
（「旧預金者等」）からの支払請求の受付及び支払業務等を金融機関に業務委託しています。
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財務の健全化・効率化の着実な推進

勘 定 名
(設置年度)

年 度

一般

（昭和46年）

危機対応

（平成15年）

金融再生

（平成10年）

金融機能
早期健全化

（平成10年）

金融機能
強化

（平成16年）

被害回復
分配金支払

（平成20年）

地域経済
活性化支援

（平成21年）

東日本大震
災事業者再

生支援

（平成24年）

休眠預金
等管理

（平成29年）

口座情報
連絡等

（令和3年）

平成
8年度 ▲ 3,951 － － － － － － － － －

同
13年度 ▲ 37,982 － ▲ 7,698 883 － － － － － －

同
18年度 ▲ 19,326 231 ▲ 4,764 7,386 4 － － － － －

同
23年度 4,205 2,566 ▲ 2,737 15,606 49 46 ▲ 0.1 ▲ 0.0 － －

同
28年度 32,252 3,695 880 15,922 434 ▲ 0.4 ▲ 0.3 ▲ 0.0 ▲ 0.0 －

令和
3年度 50,900 3,674 1,559 7,932 380 ▲ 0.2 ▲ 0.2 ▲ 0.0 1,155 ▲ 0.0

(注1) 一般勘定の計数については、責任準備金を記載。なお、平成14年度末に廃止しその資産負債を承継した旧特例業務勘定分を含む。
(注2) 早期健全化勘定については、令和元年度に当時の利益剰余金の一部（8,000億円）を国庫納付した。
(注3) 休眠預金等管理勘定の利益剰余金については、法第８条積立金として整理している。
(注4) 計数については、各々単位未満を切り捨てしている。

（単位：億円）○利益剰余金又は繰越欠損金の推移

預金保険機構の財務状況

25

○ 一般勘定のほか、危機対応、金融機能強化、休眠預金等管理など、業務ごとに１０の勘定を設置しています。
○ 預金保険制度を支える一般勘定の責任準備金は、過去の金融機関の破綻処理により多額の赤字を計上したが、

その後、令和３年度末には５兆円を超える規模に回復しています。
○ その他の勘定についても、保有する資産の管理・処分等により、多くの勘定で利益剰余金を計上しています。
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△ 4.5

△ 4.0
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△ 3.0
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△ 1.0
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0.1

5.0

0.3

△ 4.0

△ 0.3

令和３年度

22年度

14年度

8年度

平成7年度

責任準備金の推移・積立目標、預金保険料率の検討

〇大きな流れとしては、平成24年度から令和３年度までの10年間において、令和３年度末に責任準備金を５兆円程度
まで積み立てることを目標とし、それが可能となるように実効料率（付保対象預金＜被保険預金＞全額に対する料
率）を設定してきた。

〇令和４年３月の運営委員会において、「預金保険料率に関する検討会」の報告書（令和４年２月公表）を踏まえ、当面、
責任準備金及び預金保険料率に関する以下の考え方を同委員会の共通理解とした。こうした共通理解のもとで、令
和４年度の実効料率を0.015％とすることとした。

▽ 責任準備金・欠損金残高の推移

（注） 残高の推移には承継された勘定を合算表記している。

▽ 令和４年度以降の責任準備金及び預金保険料率に関す
る共通理解

① 責任準備金の積立目標を付保預金比率（分子：責任準備金、
分母：付保預金）とし、今後10年間（令和４年度～令和13年度）
で付保預金比率0.7％の達成を目指して積立てを行っていく。

② 預金の伸びに関する最近の実勢や、新型コロナウイルス感染
症の感染拡大の影響等を勘案し、年率２％程度の預金の伸び
率を用いて積立ての見通しを置く。そのもとで、預金保険料率
（実効料率）については、令和４年度から、令和３年度に比べ
半分程度の水準とする。

③ 金融機関経営に配慮する観点から、上記積立ての見通しの
もとで令和13年度に付保預金比率0.7％を達成するのに必要
と算定される目安の金額（７兆円程度）を、令和13年度までの
期間の責任準備金の上限として機能させる。

④ 毎年度の運営委員会で預金の動向等や責任準備金の積立状
況を確認するほか、たとえば５年後により詳しく、運営委員会等
において中間的なレビューを行う。また、そもそも、仮に金融
システムの安定性に懸念を生じさせるような金融機関の経営
不安・破綻が発生したり、預金の伸びが極めて大幅なものに
なったりするなどの大きな環境変化が生じた場合には、
そうした状況を踏まえ上記の枠組みについて検討する。
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預金保険機構におけるＤＸの推進

⾦融機関におけるDX化の進展 社会情勢の変化

⾦融のグローバル化 多様な働き⽅

預金保険機構におけるDXの推進

・⾦融環境の変化（DX化、グローバル化）への対応
・機構業務のデジタル化・効率化（RPAの導⼊等）
・フレキシブルで職員満⾜度の⾼い職場環境の構築
・モバイルデバイスの活⽤等、ペーパーレス化（環境配慮）
・ ITリテラシー向上、役職員の意識改⾰

27

機構を取り巻く社会環境が急速に変化する中、機構が今後も適切に使命を果たしていくため、従来の固定観
念にとらわれることなく、機構のDXを推進していきます。


